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Ⅰ 　酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針

　農業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、本町の酪農及び肉用牛の持続的な発展の

ためには、多様化する消費者ニーズに対応し、安心・安全で高品質な牛乳、乳製品及

び食肉の安定的な供給体制を確立する「生産体制の整備」を図る必要があります。

　担い手の高齢化や後継者不足により畜産戸数がさらに減少することが予想されます

が、畜産クラスターの取組等により、本町が有する恵まれた土地資源を活用した飼料

基盤整備、新たな省力化機械の導入、法人化経営を推進し、酪農・畜産生産基盤の強

化と収益性の向上を目指し、本町の基幹産業として益々発展させていくことが重要で

す。

　酪農については、牛乳・乳製品の需給動向に配慮しながら、牛群資質、飼養管理技

術の向上、草地の計画的更新による良質粗飼料の確保、性判別技術を活用した優良な

乳用後継牛の確保、法人化経営の推進、ＴＭＲ供給や分業化により生乳の安定生産と

ゆとりある酪農経営を確立します。

　肉用牛については、畑作経営における遊休施設、堆きゅう肥の活用等を目的に肉専

用種の導入を図ってきました。今後においても、地域の特性を生かした生産コストの

低減を基本に、輸入牛肉や産地間競争に対抗できる品質のブランド化を一層促進する

ため、優良繁殖雌牛の計画的な導入・保留による繁殖性・産肉性の向上、肥育技術の

向上による品質の高い牛肉の生産・販売、産地化による地域内一貫生産の推進から肉

用牛生産の拡大と経営の安定を図っていきます。

　家畜排せつ物は、貴重な有機質資源であることから、畑や草地へのリサイクル利用

を基本に地力の維持・増進から自給飼料を増産し、自給飼料基盤に立脚した経営体の

育成を図ります。また、資源循環型の酪農・肉用牛生産を進めることにより、生産コ

スト等の削減を推進するとともに環境負荷の少ない畜産経営の確立を推進していきま

す。

　労働時間の過重が顕在化していますが、省力化機械の導入による作業の効率化を図

るとともに、酪農ヘルパー、コントラクターや公共牧場の有効活用により労働負担の

軽減につなげ、既存組織の機能維持・充実とともに新たな分業化組織の設立も視野に

入れ、生産性の向上と担い手の育成・確保を推進し、ゆとりある農村生活の確立を目

指します。
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　１　生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標

（注）１．成牛とは、24ヶ月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。

　　　２．生乳生産量は、自家消費量を含め、総搾乳量とする。

　　　３．「目標」欄には、平成37年度の計画数量を、「現在」欄には原則として平成25年度の数量を記入する

　　　　　こと。以下、諸表について同じ。

　２　肉用牛の飼養頭数の目標

（注）１．繁殖雌牛とは、繁殖の用に供する全ての雌牛であり、子牛、育成牛を含む。

　　　２．肉専用種のその他は、肉専用種総頭数から繁殖雌牛及び肥育牛頭数を減じた頭数で子牛を含む。以下、諸表において

　　　　同じ。

　　　３．乳用種等とは、乳用種及び交雑種で、子牛、育成牛を含む。以下、諸表において同じ。

Ⅱ　生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標
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Ⅳ　乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大のための措置

　１　乳牛

　　（１）地域別乳牛飼養構造

（注）「飼養農家戸数」欄の（　）には、子畜のみを飼育している農家の戸数を内数で記入する。

　　（２） 乳牛の飼養規模の拡大のための措置

　２　肉用牛

　　（１）地域別肉用牛飼養構造

戸 戸 ％ 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭

（注）（　）内には、一貫経営に係る分（肉専用種繁殖経営、乳用種・交雑種育成経営との複合経営）について内数を記入すること。

　　（２） 肉用牛の飼養規模の拡大のための措置

頭

153.5

4,244

6,600

浦幌町

6,516

目標

①
総農家数

②
飼養農家

戸数

②／①

総数

　①　繁殖基盤の維持・強化及び耕種部門における堆肥やほ場副産物の有効活用を図るため、肉用牛
　　導入による規模拡大及び複合経営を推進する。
　②　ほ場副産物や良質粗飼料の有効活用等による低コスト生産を促進するとともに、分業化や個々の
　　経営における省力化を推進し、飼養管理技術の向上を図り、飼養規模の拡大を推進する。
　③　優良肉用牛育成農家を中核的リーダーとした、生産集団の充実を図り、飼養管理技術の研修を推
　　進し、優良肉用牛の計画的導入による産地化を図る。
　④　地域の育成マニュアル遵守による優良肥育素牛のブランド化から所得確保を図る。
　⑤　和牛受精卵の活用により、乳牛からの和子牛生産の拡大を推進する。

地区域名

現在 245 20.4

戸 戸 ％

①総農家戸数 ②飼養農家戸
数 ②／①

乳牛頭数

③総数
④うち成牛

頭数

1戸当たり平
均飼養頭数

③／②

130.3

頭頭

38

30

15.5

地域名

目標

47

(2)
19.2 7,492

4,300

50

43

　①　雄雌判別精液や受精卵移植技術活用による優良な乳用後継牛の確保を推進する。
　②　乳検データ等の効率的な活用による繁殖・育成飼養管理技術の向上、低能力牛の淘汰、乳房炎等
　　疾病予防に努め、個体乳量・乳質向上を図る。
　③　公共牧場の利用を促進し、育成牛の能力向上と労働力の省力化を図り、酪農ヘルパーやコントラ
　　クター等活用した作業の外部化、ＴＭＲを活用した牛群管理、労働軽減・労働環境の改善等を通じ
　　た省力化を推進する。
　④　法人化経営の推進やＴＭＲ供給・育成預託受入等の分業化を推進する。

浦幌町

現在

目標

肉用牛飼養頭数

肉専用種 乳用種等

計 繁殖雌牛 計 乳用種 交雑種

245

245

36 3,860

(2) (300)
8,200 6,000

1,500

(30)

3,538 1,230

(299) (36)
5,383

目標

現在

肉専用種
肥育経営

浦幌町

乳用種・
交雑種肥
育経営

浦幌町

合計

肥育牛 その他

300 1,500

(300) (30)

4

(2)

146 89 10

303 1,140

肉専用種
繁殖経営

現在

目標

現在

362 0 362

4,630 4,130 3,560 0 570 500 0 500

3,992 3,630 3,089 1 540

65 986 0 986

70

(2) (299) (36)
2.4 2,494 1,508

245 3 1.2 1,006 245

6
245

3,020 1,870

761 491 270

2,000

2 0 0

1,618

1,150 0 1,150

550 0 0 550 200 350

2,109 491

640 2,200 200

615
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Ⅴ　飼料の自給率の向上に関する事項

　１　飼料の自給率の向上

乳用牛

肉用牛

（１）飼料給与

　　　公共牧場については、現在冬期舎飼、哺育育成等を実施しており個別経営の飼料自給率の向上や
　　放牧による草資源の低コスト利用を図るため、一層の機能強化等による利用促進を図る。
　　　また、ほ場副産物、未利用の有機性資源の活用について、検討をする。

（２）飼料供給計画

　　　畜産物の安定的供給と経営体質の強化を図るためには、国内外の情勢に対処し、需給動向の的確
　　な対応とともに長期的な展望に立ち、良質かつ低コストな自給飼料の生産を拡大し飼料自給率の向
　　上を図る。
　　①　家畜の糞尿の適正な土壌還元や計画的な草地更新・土壌診断による施肥改善、適期収穫調整な
　　　どによる良質な粗飼料の確保に努める。
　　②　サイレージ用とうもろこしの通年給与に向けた作付け面積の確保及び黄熟期以上の熟度が見込
　　　まれる地帯別品種の選定に努める。
　　③　公共牧場は、個別経営の飼料自給率の向上や放牧による草資源の低コスト利用を図るため、積
　　　極的に利用の推進を図る。
　　④　国産稲わらの利用については、情報提供等を積極的に行い検討する。
　　⑤　飼料生産組織等の整備を推進し、自給飼料の生産拡大と安定的な供給体制を確立する。

（３）飼料基盤の確保等

　　　優良な飼料基盤の確保を図るため、計画的な草地更新、耕畜連携による交換耕作、担い手農家へ
　　の農地の利用集積や団地化を推進する。

現在 目標（平成37年度）

63% 75%

　２　具体的措置

43% 57%

飼料作物の作付延べ面積 4,357ha 4,760ha

飼料自給率
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Ⅵ　生乳の生産者の集乳施設の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用
　　牛の流通の合理化のための措置

　１　集送乳の合理化

　２　肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

    （１） 肉用牛(肥育牛)の出荷先                      

    （２） 肉用牛の流通の合理化

Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項

　（１） 担い手の育成と労働負担の軽減のための措置

　（２） その他必要な事項

①　家畜の改良増殖及び新技術・効率的な生産方式の開発・普及

②　家畜衛生及び畜産物の安全性の確保

③　家畜排せつ物の利用促進

　　酪農・肉用牛経営の生産性向上を図るため、畜舎の衛生管理の徹底を基本に、哺育・育成期
　における事故率の低下、乳房炎、生産病の低減及び防止に重点をおいて、自主的な衛生管理及
　び家畜保健衛生所、自衛防疫推進協議会等関係機関の指導の下に、自衛防疫を徹底して推進す
　る。
　　なお、公共牧場の衛生対策については入牧前に各種予防注射を行うとともに、定期的な健康
　検査と適正な放牧群を構成する。又、食品の安全性に対する消費者の期待に応え、安全な畜産
　物の生産を推進するため、人畜共通伝染病の発生防止をはじめとして、動物医薬品飼料及び飼
　料添加物の適正使用の徹底に努める。

　　家畜排せつ物の処理や適正利用を支援するため、簡易対応農家について、堆肥舎等施設整備
　を推進するとともに、耕畜連携が可能な地域においては、耕種農家の求める堆肥等の安定供給
　体制の整備による、家畜排せつ物の循環利用を推進する。
　　また、環境負荷の少ない畜産経営の確立を推進する。

　　乳用牛の改良については、泌乳能力の向上に加えて、乳製品等の需要動向に対応した生産を
　進めるとともに、安全な生乳生産が行われることを基本に粗飼料利用性や繁殖性の向上等によ
　る生涯生産性を伸ばすことで、生産コストの低減につながる改良を推進する。
　　特に受精卵移植技術、雄・雌産み分け技術の向上・普及に努める。
　　肉用牛の改良については、生産コストの低減と所得の確保を目標に、産肉能力や繁殖性の向
　上を基本に改良を進める。特に、枝肉情報等を活用し優良雌牛の地域内保留を推進する。
　また、分娩監視や発情発見のためのＩＣＴ等の技術の活用による適正な繁殖・飼養管理を行う
　ことにより、生産性の向上を推進する。

　経営の大型化に伴い、一台当たりのバルク容量の拡大により集乳の効率化を図る。なお、個々の
経営規模に合わせたバルクの移転をスムーズに行うため、現在実施している農協貸付方式（リース
事業）を継続する。

①　効率的かつ安定的な経営を育成するために、生産方式の高度化や経営管理の複雑化に対応し
　た、高い技術を有した人材育成の取り組みを実施するとともに、農村部における高齢化が急速
　に進んでいることに鑑み、就農研修に対する支援など後継者の育成・確保に努める。
②　農業が所得水準、労働及び生産環境の面などで若者を引きつける魅力ある職業として確立す
　ることを基本に、農業・農村の魅力や多面的な役割について広く理解を深める。
③　農外・道外等からの意欲的な新規参入希望者の受け入れ体制を更に整備し、生涯教育の観点
　に立った研修教育を通じ創造力豊かな人材を育成することにより、地域の活性化に努める。
④　担い手のあり方として、経営計画から販売に至る経営全般を的確に管理していく経営管理能
　力、家畜の飼養管理等を的確に行う生産技術力、豊かな生活を楽しむ事が出来る生活力、地域
　社会に適応出来る能力を持つことが要求されるため、農業の多様性や生産性向上、経営改善へ
　の対応を効率的に行うために、担い手同士の連携強化に努める。
⑤　労働負担の軽減を図るため、省力化機械の導入を推進するとともに、経営の効率化を図るた
　め、農業協同組合を中心とした飼料生産組織等の整備などを行う。また、酪農ヘルパーを充実
　強化し労働時間の短縮、休日の確保を図るため積極的利用を推進する。

(注)食肉処理加工施設とは、食肉の処理加工を行う施設であって、と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいう

0.0

100.0

5.5

％

②/①

現在（平成 25 年度） 目標（平成 37 年度）

出荷頭数
①

出荷先

200

120

70 180

頭 頭 頭

15.8 1,270

200

544 0.0 800

100.0

1,020

県内

食肉処理
加工施設

②
家畜市場 その他

県外

県内

食肉処理
加工施設

②
その他

県外

頭 ％

②/①
出荷頭数

①

出荷先

頭

96

950 150 120

400 400

　　　優良繁殖雌牛の計画導入による繁殖性・産肉性の向上、肥育技術の向上及び素牛の流通コ
　　ストを削減するため、繁殖から肥育までの地域内一貫生産の推進によるデータの集積による
　　優良素牛の地域内保留を推進する。

区分

家畜市場

頭

680

680

肉専用種

乳用種

交雑種

頭 頭 頭 頭

640
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